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公的研究費 2024年度不正防止計画 

日本ビーシージー製造株式会社 統括管理責任者 

更新：2024年 4月 

 

項目 課題 課題達成のための行動計画 

1. 社内の責任

体系の明確

化 

1-1. 監査役（監事）によるチ

ェックを要件化し、組

織全体の健全なガバナ

ンスを維持する。 

 内部監査部門と防止計画推進部署は、監査役に対し不正

防止対策について適切な情報提供を行う。 

 監査役（監事）は、会社の不正防止に関する内部統制の

状況を会社全体の観点から確認し意見を述べる。 

2. 適正な運営・

管理の基盤

となる環境

の整備 

2-1. 事務処理手続きについ

てルールを定め、適宜

見直しを行い明確かつ

統一的な運用を図る。 

 統一的なルールを記載したマニュアルを作成し、公的研

究費の運営・管理に関わる全ての構成員に周知する。 

 事務手続き要領は適宜見直しを行い、改訂内容を公的研

究費の運営・管理に関わる全ての構成員に周知する。 

2-2. コンプライアンス教

育・啓発活動を実施し

関係者の意識の向上と

浸透を図る。 

 計画に則り公的研究費の運営・管理に携わる全ての構成

員に対しコンプライアンス教育を実施する。 

 コンプライアンス教育の内容は、1 年に 1 度点検し、見

直しを行う。 

 全ての構成員に対し、啓発活動を実施する。 

2-3. 公的研究費の運営・管

理に係る事務職員につ

いて職務分掌が空文化

しないよう適切に見直

す。 

 人事異動や組織変更などで、業務の実態と規定した職務

分掌が乖離して空文化し、責任の所在が曖昧になってい

ないか、必要に応じ適切に見直す。 

2-4. 社内外からの告発等の

取扱い、調査及び懲戒

に関する規程の整備及

び運用の透明化を図

る。 

 コンプライアンス教育等で、告発窓口の具体的な利用方

法、構成員の責務、懲戒、不正の調査から公表までのル

ールを周知徹底する。 

 取引業者に対し、告発窓口の仕組みについて会社ホーム

ページで公表し周知する。 

 調査及び懲戒に関する規程について必要時見直しを行

う。 

3. 不正を発生

させる要因

の把握と不

正防止計画

の策定・実施 

3-1. 統括管理責任者と防止

計画推進部署は、具体

的な不正防止対策を策

定・実施し、実施状況を

確認する。 

 統括管理責任者と防止計画推進部署は、不正防止計画、

コンプライアンス教育・啓発活動計画を策定・実施し、

実施状況を確認する。 

 研究コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者と

防止計画推進部署の策定した各計画の実施を推進し、実

施状況を報告する。 
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項目 課題 課題達成のための行動計画 

3. 不正を発生

させる要因

の把握と不

正防止計画

の策定・実施 

3-2. 防止計画推進部署と監

査役（監事）との連携を

強化し、不正防止計画

の策定・実施・見直しの

状況について意見交換

を行う。 

 防止計画推進部署と監査役（監事）は、不正防止計画に

ついての意見交換会を実施する。 

3-3. 防止計画推進部署は、

内部監査部門と連携

し、不正リスク評価を

行う。 

 防止計画推進部署と、内部監査部門は、不正を発生させ

る要因がどこにどのような形であるのか、会社全体の状

況を体系的に整理し評価する。 

3-4. 不正防止計画は、不正

リスク評価で把握した

不正リスク要因への対

策を反映させ、不正リ

スク要因に応じて随時

見直しを行う。 

 不正防止計画の策定にあたり、統括管理責任者と防止計

画推進部署は、不正リスク評価で把握した不正リスク要

因への対策を反映し、実効性のある内容にする。 

 不正防止計画は、不正リスク要因に応じて随時見直しを

行い、効率化・適正化を図る。 

4. 研究費の適

正な運営・管

理活動 

4-1. 責任者のモニタリング

による予算執行状況の

把握と、問題改善策を

実施する。 

 研究コンプライアンス推進責任者は、研究者から経費執

行計画について説明を受け、把握に努める。 

 発注段階で支出財源の特定を行い、予算執行状況を遅滞

なく把握する。 

 研究コンプライアンス推進責任者は、予算執行に問題を

認めた際、改善策を講じる。 

4-2. 研究者による直接発注

禁止、事務部門による

発注・検収等により業

者と研究者との癒着を

予防する。 

 事務担当者は、研究者と業者による見積もり依頼から価

格決定をモニタリングする。 

 事務担当者は、定期的に、発注先、購入物品の偏り等を

確認し、研究コンプライアンス推進責任者へ報告する。 

 研究者からの直接発注を禁止し、事務部門の担当者が発

注を行う。 

 納品物品は、研究者に直接納品せず、事務部門の検収担

当者が納品を受け付け、検収を行う。 

 業者による持ち帰りや納品物品の反復使用を防止するた

め、納品物品の商品ラベルへのマーキングを実施。 

4-3. 全取引業者に対し、不

正対策方針及びルール

を周知徹底し、誓約書

の提出を求める。 

 取引業者に対し、取引開始前及びルールの大幅な変更時

に、会社の不正防止基本方針及び関連規程類の内容につ

いて周知徹底し、誓約書の提出を求める。 
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項目 課題 課題達成のための行動計画 

5. モニタリン

グ 

5-1. 監査役（監事）との連携

を強化し、効率的・効果

的かつ多角的な内部監

査を実施する。 

 内部監査部門は、監査役（監事）と内部監査の手法など

について意見交換会を行う。 

6. その他 

6-1. 過去の内部監査により

明らかになった不正リ

スク要因の再発防止策

を実施する。 

 購入物品が、規定通り保管されているか、半年に一度確

認を行う。 

 保存すべき記録が、規定通り保存されているか確認を行

う。 

 


